
 

平成２８年度 第２回 

青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議評価委員会 

 

 

 

議  事  録 

 

 

１ 開催日時 平成２８年７月２６日（火） １３：３０～１５：３０ 

 

２ 開催場所 青森国際ホテル ３階 萬葉の間 

 

３．議事 

(１)原子力施設環境放射線調査結果について 

(平成２７年度第４四半期及び平成２７年度) 

(２)東通原子力発電所温排水影響調査結果について 

(平成２７年度第４四半期及び平成２７年度)  

 

４．その他 

(１)原子燃料サイクル事業の現在の状況について 

(２)東通原子力発電所の現在の状況について 

(３)リサイクル燃料備蓄センターの現在の状況について 
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司  会 

(原子力センター 

松尾次長) 

 

 

 

岡田危機管理局次長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司  会 

 

 それでは時間となりましたので始めさせていただきます。ただ今から

「平成２８年度第２回青森県原子力施設環境放射線等監視評価会議評

価委員会」を開会いたします。 

 開会に当たりまして、危機管理局次長の岡田から御挨拶申し上げま

す。 

 

みなさん、こんにちは。今日は少し御暑い日となっておりますが、足

を運んでいただきまして、誠にありがとうございます。 

それではまず、挨拶の前に一言、御報告させていただきたいと思いま

す。 

当会議の委員でございました東北大学名誉教授の故戸田三朗先生が、

去る５月３日に御逝去されました。この場を借りまして、謹んで哀悼の

意を表します。 

故戸田先生におかれましては、永年にわたり、本会議の委員として、

原子炉工学の視点から多大な御指導、御助言等を賜りました。 

これまでの御尽力に対しまして、深く感謝を申し上げ、心から御冥福

をお祈りしたいと思います。 

それでは、事務局を代表いたしまして、開会の言葉を申し上げさせて

いただきます。 

本日は議長を務めさせていただきます大桃先生を始め、各委員の皆様

方には、お忙しいところ御出席いただき、誠にありがとうございました。

また、今日から委員として御参画いただきます八戸工業大学大学院の佐

藤学先生には、これからひとつ、よろしくお願いしたいと思います。 

御承知のとおり、この評価委員会では、四半期ごとに原子力施設に関

わる環境放射線の調査結果等を御報告し、評価していただいておりま

す。本日の会議では、御案内のとおり、平成２７年度第４四半期並びに

平成２７年度１年間の環境放射線等の測定結果につきまして御審議を

いただくとともに、平成２７年度のまとめとして総合評価も行っていた

だくということとなってございます。忌憚のない御意見を賜りますよう

お願い申し上げます。 

県といたしましては、今後とも県民の安全確保を第一に考え、環境放

射線の監視など引き続き原子力安全対策の充実に努めて参りますので、

委員の皆様方には一層の御指導を賜りますようお願い申し上げ、御挨拶

とさせていただきます。 

本日はよろしくお願いいたします。 

 

 ただ今、岡田次長の方からも御紹介がありましたが、このたび、八戸

工業大学の佐藤学様が委員に就任されておりますので、御紹介いたしま
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大桃議長 

 

 

原子力センター 

佐々木安全監視課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

 それでは、会議の前に資料を確認させていただきます。お手元にあり

ます資料の上から、会議次第、席図、出席者名簿、資料１、資料２、資

料３、資料４、資料５、そのほか参考資料１、参考資料２、参考資料３。

以上、次第にあるとおりでございます。不足の資料がございましたらお

申し出ください。 

 なお、御発言の際はマイクをお持ちいたしますので、マイクの使用を

お願いいたします。 

 それでは、以後は大桃議長に議事の進行をお願いいたします。 

 

それでは、議事に入る前に前回の会議の状況について、事務局から報

告をお願いいたします。 

 

原子力センター佐々木です。 

 それでは、お手元の資料１に基づいて御説明申し上げます。 

 まず、１ページから２ページまでは、前回の当評価委員会の概要でご

ざいますので、詳細は割愛させていただきます。 

 ３ページをお願いいたします。平成２８年度第１回監視委員会の概要

です。 

 去る６月１７日に、青森市において委員３３名の参加のもと行われま

した。提出資料は、４．に記載されているとおりです。 

 ５．概要（１）議事をお願いいたします。 

ア、原子力施設環境放射線調査結果についてです。（ア）原子燃料サ

イクル施設、（イ）東通原子力発電所、（ウ）リサイクル燃料備蓄センタ

ーともに、同様の記載となっておりますが、平成２７年度第３四半期の

環境放射線等調査結果は、これまでと同じ水準であった。モニタリング

対象施設からの影響は認められなかったと確認されました。 

 続きまして、イ、東通原子力発電所温排水影響調査結果についてです。

県から説明があり、今後も引き続き調査を継続し、データの収集に努め

ていくこととしました。 

 （２）その他です。アからウまで、各施設の現状について説明がござ

いました。こちらについては、本日改めて 新の状況を各事業者の方々

から御説明させていただく予定としておりますので、よろしくお願いい

たします。 

４ページをお願いいたします。その他についての、委員からの質疑の

状況です。委員から、平成２７年１２月に発生した日本原燃株式会社再

処理工場使用済核燃料受入れ・貯蔵建屋の火災の責任の所在について質

問があり、事業者から、原子力規制庁とともにＩＡＥＡに対して原因究

明と再発防止対策を要請している、との回答がありました。 

こちらからの説明は以上です。 
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原子力センター 

安田所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただ今の説明につきまして、御質問等がございましたらよろしくお願

いいたします。どなたか御発言ございますか。 

 特に無いようでございますので、それでは、本日の議事である環境放

射線等の調査結果について、事務局及び事業者から御説明をお願いした

いと思います。 

 

青森県原子力センター所長の安田です。 

 今回の議事は、平成２７年度第４四半期及び平成２７年度の調査結果

を案件としております。資料２及び資料３を用いて、事務局から調査結

果について御説明し、引き続き事業者からそれぞれの施設の操業・運転

状況について御説明いたします。 

 まず、資料２の第４四半期報をお願いいたします。 

 目次の後のピンクのページをお願いいたします。原子燃料サイクル施

設について取りまとめています。 

 ３ページをお願いします。１、調査概要ですが、実施者は青森県原子

力センター及び日本原燃株式会社。期間は、平成２８年１月から３月ま

での平成２７年度第４四半期です。内容・測定方法については、記載の

とおりです。 

 ４ページと５ページには空間放射線と環境試料中の放射能とフッ素

の調査地点数及び検体数を、それぞれまとめております。 

 ６ページをお願いいたします。２、調査結果といたしまして、平成 

２７年度第４四半期における環境放射線等の調査結果は、これまでと同

じ水準であった。原子燃料サイクル施設からの影響は認められなかっ

た。という結論を事務局案としています。 

 それでは、調査項目ごとに御説明いたします。 

 まず（１）空間放射線の測定結果です。７ページの図２－１にモニタ

リングステーションによる空間放射線量率測定結果、８ページの図２－

２にモニタリングポストによる空間放射線量率測定結果を示していま

す。平常の変動幅を上回った測定値は、すべて降雨等による影響と考え

ています。なお、老部川局、二又局及び室ノ久保局において、機器更新

を行ったため、更新前後の測定値の変化について検討した結果を、後ほ

ど付１で御説明いたします。 

 ９ページの図２－３、モニタリングカーによる測定結果については、

過去の測定の範囲内でした。 

１０ページの図２－４、ＲＰＬＤによる積算線量測定結果について

は、野辺地において平常の変動幅を下回りましたが、積雪の影響と考え

られます。 

 １１ページをお願いいたします。（２）環境試料中の放射能の測定結

果について取りまとめています。１３ページの表２－１、大気浮遊じん
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中の全α及び全β放射能、表２－２、大気中の気体状β放射能、表２－

３、大気中のヨウ素－１３１測定につきましては、すべて平常の変動幅

の範囲内でした。 

 なお、大気中の気体状β放射能の測定については、青森局において、

クリプトン－８５に対する感度の確認のため、検出器を取り外して校正

試験を行ったことから、平成２８年１月１日から１月６日までの測定値

は欠測といたします。 

 γ線放出核種分析のうち、１４ページの表２－４－１、セシウム－ 

１３４及び１５ページの表２－４－２、セシウム－１３７の測定結果に

ついては、すべてＮＤであり、平常の変動幅の範囲内でした。その他の

人工核種も、全てＮＤでした。 

１６ページの表２－５、トリチウム分析結果については、すべてＮＤ

であり、平常の変動幅の範囲内でした。表２－６、炭素－１４について

は、今期の分析対象外です。１７ページの表２－７、ストロンチウム－

９０分析結果については、平常の変動幅の範囲内でした。１８ページの

表２－８、ヨウ素－１２９は、今期の分析対象外です。表２－９、プル

トニウムは、平常の変動幅の範囲内でした。１９ページの表２－１０、

アメリシウム－２４１、表２－１１、キュリウム－２４４については、

今期の分析対象外です。表２－１２、ウラン分析結果については、平常

の変動幅の範囲内でした。 

 ２０ページには、（３）環境試料中のフッ素について記載しています。

測定結果については、２１ページの表２－１３及び表２－１４に示すと

おり、すべてＮＤであり、平常の変動幅の範囲内でした。 

 以上が原子燃料サイクル施設に係る調査結果です。 

 

 続きまして、東通原子力発電所に係る調査結果です。緑色のページを

めくっていただき９３ページをお願いいたします。 

１の調査概要ですが、実施者は青森県原子力センター及び東北電力株

式会社です。期間、内容、測定方法については、記載のとおりです。 

 ９４ページと９５ページには、空間放射線及び環境試料中の放射能の

調査地点数と検体数をそれぞれ表にまとめております。 

 ９６ページをお願いいたします。調査結果といたしまして、平成２７

年度第４四半期における環境放射線の調査結果は、これまでと同じ水準

であった。東通原子力発電所からの影響は認められなかった。という結

論を事務局案としています。 

 それでは、調査項目ごとに御説明いたします。 

 まず（１）空間放射線の測定結果です。９７ページの図２－１にモニ

タリングステーションによる空間放射線量率測定結果、９８ページの図

２－２にモニタリングポストによる空間放射線量率測定結果を示して

います。平常の変動幅を上回った測定値は全て降雨等による影響と考え
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ています。なお、小川町局及び林ノ脇局において、機器更新を行ったた

め、更新前後の測定値の変化について検討した結果を、後ほど付２で御

説明いたします。 

９９ページの図２－３、モニタリングカーによる測定結果について

は、過去の測定値の範囲内でした。 

１００ページの図２－４、ＲＰＬＤによる積算線量測定結果について

は、白糠において平常の変動幅を下回りましたが、平成２６年度に測定

場所を移動しており過去のデータが少ないことから、今後もデータを蓄

積して参ります。 

 １０１ページをお願いいたします。（２）環境試料中の放射能の測定

結果です。１０２ページの表２－１、大気浮遊じん中の全β放射能の測

定結果については、平常の変動幅の範囲内でした。表２－２、大気中の

ヨウ素－１３１の測定結果については、これまでと同様に、すべてＮＤ

でした。 

 γ線放出核種分析のうち、１０３ページの表２－３－１、セシウム－

１３４及び１０４ページの表２－３－２、セシウム－１３７の測定結果

については、すべてＮＤであり、平常の変動幅の範囲内でした。 

 その他の人工放射性核種についても、すべてＮＤでした。 

 １０５ページの表２－４、ヨウ素－１３１、及び表２－５、トリチウ

ム分析結果は、すべてＮＤであり、平常の変動幅の範囲内でした。 

１０６ページの表２－６、ストロンチウム－９０分析結果は、平常の変

動幅の範囲内でした。表２－７、プルトニウムの測定結果については、

ＮＤであり、平常の変動幅の範囲内でした。 

 以上が東通原子力発電所に係る調査結果です。 

 

 続きまして、リサイクル燃料備蓄センターに係る調査結果です。水色

のページをめくっていただき、１５９ページをお願いいたします。 

 １の調査概要ですが、実施者は青森県原子力センター及びリサイクル

燃料貯蔵株式会社です。期間、内容、測定方法については、記載のとお

りです。 

 １６０ページには、空間放射線及び環境試料中の放射能の調査地点数

と検体数を表にまとめております。 

 １６１ページをお願いいたします。２の調査結果です。リサイクル燃

料備蓄センターについては、事前調査を実施しています。調査結果とし

ては、平成２７年度第４四半期における環境放射線の調査結果は、これ

までと同じ水準であった。という結論を事務局案としています。 

 それでは、調査項目ごとに御説明いたします。 

 （１）空間放射線の測定結果、１６２ページの図２－１、モニタリン

グポストによる空間放射線量率測定結果について、平常の変動幅を上回

った測定値はすべて降雨等によるものと考えています。 
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日本原燃(株) 

佐々木環境管理センター長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図２－２、ＲＰＬＤによる積算線量測定結果については、すべて平常

の変動幅の範囲内でした。 

 （２）環境試料中の放射能については、今四半期に分析対象となって

いる環境試料はありませんでした。 

 以上がリサイクル燃料備蓄センターに係る調査結果です。 

 

 続いて２１３ページの黄色のページをお願いいたします。ここから

は、付を掲載しております。付については、日本原燃、東北電力及び当

センター分析課長の澤田から御説明いたします。 

 

日本原燃の佐々木でございます。 

それでは、資料２１５ページの付の１、機器更新に係る空間放射線量

率測定値について、原子燃料サイクル施設分について御説明いたしま

す。 

まず、はじめにですが、平成２８年２月にモニタリングステーション

に設置されている空間放射線量率計、こちら、低線量率計と高線量率計

の更新を実施しました。 

低線量率計の更新に伴う測定値の変化を確認するために、並行測定及

びセルフドーズ測定を行い、測定値の取扱いについて検討しました。 

２．（１）に並行測定の結果を示してございますが、写真１のように、

既設の線量率計付近に新設の線量率計を設置しまして、写真の下に記載

しております期間、約１か月間並行測定を実施しました。各測定局にお

ける並行測定の結果につきましては、次のページの表１に示しておりま

す。こちらの表に記載のとおり、並行測定における平均値の差は 

－０．７～０．１ｎＧｙ／ｈでした。 

前のページに戻りまして、（２）セルフドーズ測定ですが、新旧検出

器に含まれる放射性物質による影響を確認するために、写真２に示しま

す厚さ２００ｍｍの鉄で囲った遮へい室の中に検出器を設置し、測定の

方を実施しました。この結果も表１の方に示しております。セルフドー

ズの差は－０．２～０．１ｎＧｙ／ｈでした。 

２１６ページの３．測定値の取扱いについてです。機器更新に伴う測

定値の変化は、平成２７年度の平常の変動幅に用いている標準偏差、具

体的には表１の方に記載しております４～５ｎＧｙ／ｈですが、これと

比較して小さいことから、更新後においてもこれまでと同様に、前年度

までの５年間の測定値を用いて設定しました平常の変動幅により評価

を行うということとしております。 

また、参考といたしまして、更新前後の機器の仕様を表に示しており

ますけれども、更新前後に仕様の差はございません。 

以上でございます。 
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続きまして、東北電力の小笠原でございます。 

２１７ページ付２につきまして、同じく、機器更新に係る空間放射線

量率測定値についてということで、東北電力の分を御説明いたします。

はじめにでございますが、平成２８年３月に当社のモニタリングポス

トの線量率計の更新を実施しております。 

低線量率計の更新に伴う測定値の変化を確認するため、過去の測定値

との比較及びセルフドーズの測定を行い、測定値の取扱いについて検討

したものでございます。 

結果については２．機器更新に伴う測定値の変化というところに記載

しております。 

（１）過去の測定値との比較でございます。機器更新前後の降雨雪及

び積雪の無い期間のデータを用いまして、測定値の比較を実施しており

ます。その結果につきましては表の１、下の方の表に記載してございま

す。小川町局と林ノ脇局と２局ございます。平均値につきましては、表

の真ん中のところですね、既設１５．９、新設１５．５と、こういった

様に記載しております。平均値との差でございますが、小川町局で 

－０．４、林ノ脇局で－０．２という結果になってございます。 

（２）セルフドーズの測定でございます。こちらにつきましては、機

器検出器に含まれる放射性物質による影響を確認するということで、測

定を実施してございます。結果につきましては、同じく表の１、セルフ

ドーズの差というところに記載しておりますが、小川町局で－１．４、

林ノ脇局で－０．２という値になってございます。 

次のページ、３．測定値の扱いというところでございますが、機器の

更新に伴う測定値の変化につきましては、平成２７年度の平常の変動幅

に用いている標準偏差と比較して小さいということでございますので、

更新後についてもこれまでと同様に、前年度までの５年間の測定値を用

いた平常時の変動幅により評価を行いたいと考えてございます。 

参考につきましては、更新前後の機器の仕様を比較してございます

が、機器の仕様については変更ございません。 

以上でございます。 

 

青森県原子力センターの澤田です。 

資料の２１９ページをお願いいたします。 

平常の変動幅について、福島第一原子力発電所の事故の影響により平

常の変動幅を上回った測定値について、その取扱いを検討したもので

す。 

２段落目をお願いいたします。平成２７年度に平常の変動幅を上回っ

た測定値のうち、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の影響が考え

られる測定値は、表１のとおりヒラメのセシウム－１３７の測定結果で

ありました。その下にあります図１に、ヒラメのセシウム－１３７の推
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移を示してあります。セシウム－１３７については、推移の傾向を把握

するにはさらに測定値を蓄積して検討する必要があることから、この測

定値を平常の変動幅の設定には用いないこととする。というものでござ

います。 

以上です。 

 

ここまでが四半期報の説明ということですね。 

引き続いてお願いいたします。 

 

引き続き、平成２７年度報を御説明いたします。 

資料３をお願いいたします。 

まず、原子燃料サイクル施設分の測定結果です。 

ピンクのページをめくっていただき、３ページをお願いいたします。

調査概要を記載しております。 

４ページ、５ページには、調査内容を表に示しております。 

６ページをお願いいたします。２、調査結果といたしまして、平成 

２７年度における環境放射線等の調査結果は、概ねこれまでと同じ水準

であった。原子燃料サイクル施設からの影響は認められなかった。なお、

海産食品中のγ線放出核種分析結果に東京電力株式会社福島第一原子

力発電所の事故の影響により、平常の変動幅を上回った測定値があった

が、住民等の健康と安全に影響を与えるレベルではない。という結論を

事務局案としております。 

以下の調査項目毎の結果につきましては、第１四半期報から第４四半

期報と同様ですので、説明を省略させていただきます。 

それでは２７ページをお願いいたします。３、線量の推定・評価です。

平成２７年度１年間の施設起因の放射線及び放射性物質による周辺住

民等の線量の推定・評価結果を示しています。 

（１）測定結果に基づく線量ですが、施設起因の線量の推定・評価に

ついては、施設寄与が認められなかったので省略しました。 

（２）放出源情報に基づく線量につきましては、平成２７年度１年間

の再処理工場からの放出実績をもとに推定・評価した結果を、表３に示

しています。結果は０．００１ミリシーベルト未満であり、法令に定め

る線量限度を十分に下回っていました。 

２８ページをお願いいたします。４、総合評価です。 

（１）平成２７年度の環境放射線等調査結果につきましては、概ねこ

れまでと同じ水準であった。原子燃料サイクル施設からの影響は認めら

れなかった。 

（２）施設起因の線量の推定・評価の、①測定結果に基づく線量につ

きましては、平成２７年度の測定結果に基づき実施する施設起因の線量

の推定・評価については、施設寄与が認められなかったため省略した。
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②放出源情報に基づく線量につきましては、平成２７年度の原子燃料

サイクル施設における放射性気体廃棄物、放射性液体廃棄物及びフッ素

化合物の放出状況は、いずれも管理目標値を下回っていた。再処理工場

から放出された放射性物質に起因する実効線量として、平成２７年度１

年間の放出実績をもとに推定・評価を行った結果は０．００１ミリシー

ベルト未満であり、法令に定める周辺監視区域外の線量限度、年間１ミ

リシーベルトを十分に下回っていた。とまとめています。 

（３）平常の変動幅の設定です。平成２７年度の測定結果については、

原子燃料サイクル施設に係る環境放射線等モニタリング結果の評価方

法に定めている平常の変動幅の設定に用いる。ただし、環境試料中の放

射能調査のうち、第３四半期の青森局における大気浮遊じんについて

は、測定値の一部を参考値としたため、当該測定値については、平常の

変動幅の設定に用いない。また、東京電力株式会社福島第一原子力発電

所の事故の影響により平常の変動幅を上回った測定値については、さら

に測定値を蓄積して検討する必要があるため、平常の変動幅の設定に用

いない。としています。 

以上が原子燃料サイクル施設の結果です。 

 

続きまして、東通原子力発電所の調査結果です。 

緑色のページをめくっていただき、１３９ページをお願いいたしま

す。１、調査概要につきましては、記載のとおりです。 

１４０ページ、１４１ページには、調査内容を表に示しております。

１４２ページをお願いいたします。２、調査結果といたしまして、平

成２７年度における環境放射線の調査結果は、これまでと同じ水準であ

った。東通原子力発電所からの影響は認められなかった。という結論を

事務局案としております。 

以下の調査項目毎の結果につきましては、四半期報と同様ですので、

説明を省略させていただきます。 

１５７ページをお願いいたします。３、線量の推定・評価です。 

（１）測定結果に基づく線量ですが、施設起因の線量の推定・評価に

ついては、施設寄与が認められなかったので省略しました。 

（２）放出源情報に基づく線量につきましては、平成２７年度におけ

る放出実績をもとに推定・評価した結果を、表３に示しています。結果

は０．００１ミリシーベルト未満であり、法令に定める線量限度を十分

に下回っていました。 

１５８ページをお願いいたします。総合評価です。 

（１）平成２７年度の環境放射線等調査結果につきましては、これま

でと同じ水準であった。東通原子力発電所からの影響は認められなかっ

た。 

（２）施設起因の線量の推定・評価の、①測定結果に基づく線量につ
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きましては、平成２７年度の測定結果に基づき実施する施設起因の線量

の推定・評価については、施設寄与が認められなかったので省略した。

②放出源情報に基づく線量につきましては、平成２７年度の東通原子

力発電所における放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出状況

は、いずれも管理目標値を下回っていた。東通原子力発電所から放出さ

れた放射性物質に起因する実効線量として、平成２７年度１年間の放出

実績をもとに推定・評価を行った結果は０．００１ミリシーベルト未満

であり、法令に定める周辺監視区域外の線量限度、年間１ミリシーベル

トを十分に下回っていた。とまとめています。 

（３）平常の変動幅の設定です。平成２７年度の測定結果については、

東通原子力発電所に係る環境放射線モニタリング結果の評価方法に定

めている平常の変動幅の設定に用いる。ただし、環境試料中の放射能の

うち、近川局における大気浮遊じんについては、測定値の一部を参考値

としたため、当該測定値については、平常の変動幅の設定に用いない。

としています。 

以上が東通原子力発電所の結果です。 

 

引き続き、リサイクル燃料備蓄センターの事前調査結果についてで

す。 

水色のページをめくっていただき、２４１ページをお願いいたしま

す。１、調査概要につきましては、記載のとおりです。 

２４２ページには、調査内容を表に示しています。 

２４３ページをお願いいたします。２、調査結果につきましては、平

成２７年度における環境放射線の調査結果は、これまでと同じ水準であ

った。という結論を事務局案としています。 

以下の調査項目毎の結果につきましては、四半期報と同様ですので、

説明を省略させていただきます。 

２４６ページをお願いいたします。総合評価です。 

（１）平成２７年度の環境放射線調査結果につきましては、これまで

と同じ水準であった。 

（２）平常の変動幅の設定につきましては、平成２７年度の測定結果

については、東通原子力発電所に係る環境放射線モニタリング結果の評

価方法を準用し定めている平常の変動幅の設定に用いる。としていま

す。 

以上がリサイクル燃料備蓄センターの結果です。 

 

２９７ページの、黄色のページをお願いいたします。本報告書に掲載

している付の一覧を示しています。 

このうち、付の１から付の８は、第１四半期報から第４四半期報に掲

載したものです。 
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付の９につきましては、昨年度策定した算出要領の補足説明資料で、

平成２７年度第４回の本委員会の補足参考資料案として提出していた

ものです。今後の参考と考えられるため、年度報に付として掲載してい

ます。 

後に、３５５ページをお願いいたします。平成２６年度の原子力施

設環境放射線調査報告書の訂正について記載しています。今後とも、報

告書の作成には細心の注意を払って参ります。 

私からは以上です。 

 

日本原燃の佐々木でございます。原子燃料サイクル施設の操業状況に

ついて御説明いたします。 

資料の方は戻りまして、資料２、平成２７年度第４四半期報の５５ペ

ージをお開き下さい。５５ページの四角い囲いの中には、表中の記号の

御説明を示しております。 

それでは５６ページをお開き下さい。 

まず、ウラン濃縮工場の操業状況でございます。ＲＥ－２Ａにおいて

１５０トンＳＷＵ／年のうち、初期導入分の７５トンＳＷＵ／年が生産

運転を行っております。それ以外は運転停止中でございます。次の５７

ページの上の表は、ウラン濃縮施設における放射性物質及びフッ素化合

物の放出状況です。ウラン、フッ素化合物とも、気体、液体とも検出さ

れておりません。また下の表のその他の施設、研究開発棟につきまして

も、全て検出されておりません。 

次の５８ページからは、低レベル放射性廃棄物埋設センターの操業状

況でございます。第４四半期合計での受入数量は０本、埋設数量は 

３６０本となっております。その下の表、放射性物質の放出状況でござ

いますが、気体、液体ともに放出に係るような作業は発生しておらず、

放出実績無しでございました。次の５９ページは地下水中の放射性物質

の濃度の測定結果です。７地点の地下水監視設備でトリチウム、コバル

ト－６０、セシウム－１３７を測定しておりますが、いずれも検出され

ておりません。 

 次の６０ページは、高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターの操業状

況でございます。第４四半期におけるガラス固化体の受入数量は０本で

あり、ガラス固化体の管理数量は９６本でございました。その下の表、

放射性物質の放出状況につきまして、気体の放射性ルテニウム、放射性

セシウムとも、検出されておりません。 

 次の６１ページからは再処理工場の操業状況でございます。使用済燃

料の受入について、第４四半期はＰＷＲ燃料、ＢＷＲ燃料ともに受入量

は０体、再処理量についても０体でございました。次の６２ページでご

ざいますが、第４四半期の製品の生産量は０ｔ・Ｕでございます。下の

表は、放射性物質の放出状況のうち、放射性液体廃棄物の放出量です。
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第４四半期は、トリチウムが検出されております。放出量は表中の数値

のとおりであり、これまでとほぼ同等のレベルでした。年度合計値を年

間放出管理目標値と比べますと、トリチウムは約１９万分の１、ヨウ素

－１２９は約５，６００分の１でございました。次の６３ページは、放

射性気体廃棄物の放出量でございます。第４四半期ではトリチウムが検

出されております。放出量は表中の数値のとおりであり、これまでとほ

ぼ同等のレベルでした。年度合計値を年間放出管理目標値と比べます

と、約１万５，０００分の１でございました。 

 ６５ページ以降につきましては、参考資料といたしましてモニタリン

グポストの測定結果、放出量の測定結果及び気象観測結果の詳細を掲載

しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 

 また、資料３、平成２７年度報につきましては、８９ページからが原

子燃料サイクル施設の操業状況の記載となってございますけれども、こ

ちらは、これまで御報告させていただきました四半期報の報告を取りま

とめたものでございますから、後ほど御確認いただければと思います。

 以上でございます。 

 

続きまして東北電力の小笠原でございます。同じく資料の２、１３３

ページを御覧いただきたいと思います。ここからが第４四半期分の東通

原子力発電所の運転状況になってございます。 

ページめくっていただきまして、一番 初の１３４ページ、発電所の

運転保守状況でございますが、こちらにつきましては第４回定期検査中

ということでございまして、停止をしている状況でございます。 

続きまして１３５ページ、放射性物質の放出状況になります。上段の

表が気体性の放射性廃棄物の放出量になります。第４四半期につきまし

ては希ガス、ヨウ素とも検出されてございません。トリチウムにつきま

しては１．５×１０１０Ｂｑということで、概ね平常値でございます。

年度合計値でございますが、希ガス、ヨウ素とも検出無しということで、

トリチウムの方が７．９×１０１０Ｂｑと、これも過去の年度値と同等

のレベルでございます。下の表、放射性液体廃棄物の放出状況でござい

ます。まず、第４四半期の値でございますが、上段、トリチウムを除く

全放射能量につきましては、検出されていません。下段、トリチウムで

ございますが、こちらも検出無しという状況になってございます。年度

合計値でございますが、上段の全放射能量につきましては、検出無しと

いう状況です。下段のトリチウムにつきましては、３．０×１０１０Ｂ

ｑということで、これも過去の放出状況と同等のレベルとなってござい

ます。 

続きまして、次のページ以降につきましては、参考資料となってござ

いますので、後ほど御確認をいただければと思います。 

あと、年度報の資料３につきましては、先ほどの原燃さんと同様でご
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大桃議長 

 

 

 

 

 

池内委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北電力(株) 

小笠原副所長 

 

 

池内委員 

 

 

東北電力(株) 

小笠原副所長 

 

池内委員 

 

ざいますが、四半期の状況を取りまとめたデータとなっておりますの

で、過去の報告と同じものでございますので、後ほど御確認いただけれ

ばと思います。 

以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

ただ今、お聞きのように、資料２は四半期報、資料３は２７年度報と

うことですが、資料２と資料３を用いて事務局及び事業者から説明がご

ざいましたけれども、その内容につきまして御質問等がございましたら

お願いいたします。 

 

 資料２についてお聞きしたいと思います。 

９６ページの一番下の、ガラス線量計による積算線量の白糠の件なん

ですが、平成２６年度に測定場所を移動ということで、これ、平成２６

年度のいつ移動したのか教えていただきたいんですけど。 

 聞きたいのは、白糠が２６年度の冬場も過去のデータに入っているか

どうかをお聞きしたいんですけど。それに比べて２７年度のデータは低

めになってるということで、２６年度のデータが第４四半期も入ってい

るんでしたら、９６ページの②のガラス線量計の一番下のところです

が、白糠において平常の変動幅を下回ったと、その後に積雪のことが触

れられていないので、前に戻って申し訳ないのですけれど、６ページの

ところの野辺地の話は積雪の影響と考えられるというのが県の方で書

いておられますので、もし２６年度のデータも入っておられるのでした

ら、白糠において平常の変動幅を下回ったと、積雪の影響と考えられる

が、平成２６年度に測定場所を移動しており過去のデータが少ないこと

から、今後もデータを蓄積していく。というふうに、積雪の話を入れら

れていいんじゃないかと思います。 

 

 東北電力の小笠原でございます。 

 この積算線量の測定ポイントについては、平成２６年度の第１四半期

から移動しているというものでございます。 

 

 要するに、２６年度の第４四半期のデータが、この１００ページのデ

ータの白糠の四角の中に入っているかどうかをお聞きしたい。 

 

 入っております。 

 

 

 じゃあ、２７年度は積雪が多かったのかもしれないので、積雪の影響

も考えられるということを入れてもいいんじゃないかというのが、私の
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東北電力(株) 

小笠原副所長 

 

池内委員 

 

東北電力(株) 

小笠原副所長 

 

 

池内委員 

 

 

 

原子力センター 

安田所長 

 

 

 

 

 

池内委員 

 

 

 

原子力センター 

安田所長 

 

 

池内委員 

 

原子力センター 

安田所長 

 

池内委員 

 

 

東北電力(株) 

小笠原副所長 

意見です。 

 

 下回ったことが、積雪の影響があるのではないかと、そういうことで

しょうか。 

 

 そうでございます。 

 

 それは、恐らく積雪の影響もあるかもしれませんけれども、測定デー

タの蓄積のデータ数が足りないのですから、今回はこういった評価の記

載にさせていただいているというふうに、認識しています。 

 

 はい、データ数が少ないのは分かりますが、６ページとの整合性を保

つためにも、積雪の影響と考えられるというふうに記載されてはどうか

とうことでございます。 

 

 すみません、県の方から。 

 ６ページの方はですね、過去の測定値があるのですが、今回の白糠に

つきましては結局２６年度１年分のデータしか無いということです。積

雪があったデータが１年分入っているのですけれども、積雪があった場

合に必ずしも下に外れるということではないので、こういった表現で報

告書をまとめております。 

 

 やっぱり、積雪が多いと下からのγ線が来ないから、減るのは常識だ

と思われるんですけど、２６年度と２７年度の白糠の積雪量のデータと

かはあるんですか。 

 

 積雪量についてはですね、月１回、積算線量の周りで測ったデータは

ありますけれども、はっきりとした、そこの部分の積雪量のデータはあ

りません。 

 

 データはあるけどデータは無いというのが、よく分からないです。 

 

 その期間通しての積算したデータというのは無くてですね、月１回行

ったときの、その時点の測ったデータというのはあります。 

 

 そのデータだと、特に２７年度の第４四半期は積雪が多かったという

ことではないということですか。 

 

 すみません、東北電力の小笠原でございます。 

 今の件、若干補足させていただきますと、月１回のデータというのは、
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池内委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本原燃(株) 

佐々木環境管理センター長 

 

 

 

 

 

池内委員 

 

 

 

 

日本原燃(株) 

佐々木環境管理センター長 

 

 

池内委員 

 

 

 

その日のスポットでの測定の比較になります。 

 確かに、データを今確認したところですね、前回よりも積雪量は多か

ったという結果になっているのは事実でございます。ただし、日のスポ

ットのデータでございまして、積算した通年のデータをしっかり見てい

るわけではございませんので、積雪量が多かったことによって値が低か

ったのかどうかというのは、なかなか今のデータでは断定ができないよ

うな状況になっていますので、もう少しデータを蓄積していきたいとい

う趣旨で、今ここに書かれているものというふうに認識しております。

 

 では、今後データを蓄積するに当たって、積算線量の値が低い場合は、

積雪量を十分考慮されながら、評価していただきたいと思います。 

 今回はデータが２年分しかないということで、この表現でよろしいか

と思います。ありがとうございました。 

 あと、もう１つよろしいでしょうか。 

 ２１５ページ、こちら原子燃料サイクルの方に説明していただいたも

のなんですが、写真の１に、既設の方が低・高線量率計と書いてありま

して、新設が低線量率計と書いてあるので、新設の低線量率計というの

は高線量率計も含まれているということなんですか。 

 ここ、ちょっと分からなかったので、お願いします。 

 

 日本原燃佐々木でございます。 

 今回、並行測定ということで、新旧で比較をしたのは、低線量率計だ

け比較したものでございます。高線量率計は事故時とか高い放射線のレ

ベルを把握するためのものでして、平常の変動幅を設定しているのが低

線量率計だけでして、ＢＧレベルとしてどれくらい差があるかというの

を確認したのが並行測定です。 

 

 分かりました。 

それでは、この写真には新設の高線量率計は写っていないということ

ですか。既設のもので、どちらの方が低線量率計で、どちらの方が高線

量率計なんですか。 

 

写真で言うと、奥から既設の低線量率計、高線量率計、新しく付けた

低線量率計です。高線量率計の並行測定はしておりませんので、並行測

定をやっているときの写真です。 

 

並行測定していないのは分かりました。 

この新設の低線量率計の写真に写っていないところに高線量率計が

あるんですか。 
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日本原燃(株) 

佐々木環境管理センター長 

 

池内委員 

 

 

 

 

日本原燃(株) 

佐々木環境管理センター長 

 

池内委員 

 

大桃議長 

 

片桐浩委員 

 

 

 

 

 

日本原燃(株) 

佐々木環境管理センター長 

 

 

 

 

 

 

片桐浩委員 

 

日本原燃(株) 

佐々木環境管理センター長 

 

片桐浩委員 

 

大桃議長 

 

 

杉山委員 

並行測定が終わった後に、この既設の低・高を取り外しまして、そこ

に新しい低・高を付け替えたという形になってございます。 

 

分かりました。 

もう一つ聞きたいのが、２１６ページに更新前と更新後の機器仕様が

色々書いてあるんですが、メーカーの名前はいらないんですけど、更新

されたのは同じメーカーですか。違うメーカーですか。 

 

結果としては、同じメーカーが更新してございます。 

 

 

分かりました。ありがとうございました。 

 

他に、ご質問ございますか。 

 

今の件ですけれども、セルフドーズの測定がされておりますね。新し

い方が低めになっているということですが、そのセルフドーズの原因に

なっている核種は、多分ウラン、トリウムそれからカリウムだと思うん

ですが、それぞれどれがどの程度低くなったのかというのを教えてくだ

さい。 

 

日本原燃の佐々木でございます。 

セルフドーズの測定といたしましては、鉄２００ｍｍの遮へいという

ことで、宇宙線はまったく綺麗にカットは出来てない部分がありますの

で、厳密なセルフドーズだけの測定ではないです。新旧で同じ様な条件、

できるだけＢＧを下げた条件で比較すると、こういう結果なんですけれ

ども、セルフドーズが具体的に核種が何に起因しているかは、そこまで

はちょっと調査はしておりません。 

 

スペクトルは取っていない、取りにくいということなんですね。 

 

カウントが少なくなってございまして。 

 

 

はい。分かりました。 

 

よろしゅうございますか。他にご質問ございませんでしょうか。 

どうぞ。 

 

今のところなんですけどね、２１５ページでも２１７ページでもいい
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日本原燃(株) 

佐々木環境管理センター長 

 

杉山委員 

 

 

 

 

日本原燃(株) 

佐々木環境管理センター長 

 

 

杉山委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力安全対策課 

木村課長 

 

大桃議長 

 

原子力安全対策課 

木村課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

んですけど、この測定の平均値というのは、表１の中でですね、これは

セルフドーズを含んだ値なんでしょう。 

 

表１に書いてる左側の欄の平均値につきましては、実際の環境で測定

している測定値ですので、セルフドーズ込みの実際の観測値です。 

 

そうですよね。それで私がちょっと分からないなと思うのは、この測

定値、平均値でいいんですけれども、それが１８とか１７とかあって、

セルフドーズの差っていうのが書いてあるんですけど、そもそもセルフ

ドーズって幾つぐらいあるんですかね。それは書いてないんですよね。

 

はい。先ほどの答えにも被るんですけれども、厳密なセルフドーズの

測定というとこまで、外部からの放射線を遮れるところまではいってま

せんので、絶対値を記載するというよりは。 

 

おっしゃりたい意味は分かるんですけど、それだとすると、セルフド

ーズの差っていうのを、あえてここで書く必要が、どんな意味があるの

かなってことなんですけどね。 

セルフドーズ込みで以て、古いものと新しいものを同じような条件で

測定してみたところ、１８．０と１７．５で、その差は０．５でしたよ

って、これは分かるんですけどね。それに更にセルフドーズの差だけ書

くことにどういう意味があるのか、ちょっと私まだ理解できていないん

ですけど。 

 

すみません、よろしいですか。 

 

 

はい。どうぞ。 

 

すみません、過去にこういう経緯がありましたので、私からちょっと

御説明させていただきます。 

測定器を、特に検出部を更新したときに、測定値に差が出たことが過

去にもございまして、これよりももっと大きな差が出たことがありまし

た。結果的にそのときはセルフドーズの差プラス、方向特性というか、

下方向の遮へいの具合が違っていたということがございました。検出器

を支える架台の形が、メーカーが替わったということもあって変わって

しまったということで、検出器の同じ条件で測った差が、大抵はセルフ

ドーズだと思うんですが、中の構造の違いによって方向特性が変わって

しまう場合も過去にありました。そういう意味でまずは効果が一番大き

いだろうと思われるセルフドーズをちゃんと測っておけば、測定値の違
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杉山委員 

 

 

 

 

原子力安全対策課 

木村課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉山委員 

 

 

原子力安全対策課 

木村課長 

 

 

杉山委員 

 

 

 

 

 

原子力安全対策課 

木村課長 

 

杉山委員 

 

大桃議長 

 

いが大体説明できるだろうということで、現在はセルフドーズの測定だ

けをしているという状況だと思います。 

 

何となく分かった気はするんですけど、でも差だけ書いても、セルフ

ドーズが大体この１８．０、１７．５に対してどのくらいあるのかって

いうのが全然言及されてなくてですね、差だけ書いても本当に意味があ

るのかなって、私まだよく分からないんですけどね。 

 

これから我々がモニタリングで評価するのは、絶対値というよりも、

施設寄与でどれくらい上がったかという、その上昇分ですので、測定値

の中にセルフドーズがどれだけ占めるかというのは、それほど重要では

ないと考えております。 

また、そのセルフドーズというのが、先ほど御説明があったように、

測定器に含まれている放射性物質からの寄与プラス、どうしても宇宙線

の高エネルギー成分を除けませんので、絶対値を出しましてもそのセル

フドーズを測る環境、鉄とか鉛の箱を置いている場所によっても、値が

違ってきます。 

そういうこともあって、セルフドーズの絶対値については特にここで

は記載しないで、差で議論をしようということでございます。 

 

あまり時間を取りたくないんですけど、過去にもこういう評価をした

ことがあったんでしたっけ。 

 

はい。大抵機器を更新したときは、できるだけ近い条件で測定値を比

べることと、 近では業者の方に、できるだけ同じ条件でセルフドーズ

を測定してもらい、その差を取るという評価をしてきております。 

 

セルフドーズというのが、過去にも色々経緯があって、この表１のよ

うな表記になっているというのであれば、それはそれでしょうがないの

かなって、私は思うんですけれど、初めてであればその辺をはっきりし

てほしいなって思っています。過去にもこういうまとめ方をしているん

ですよね。 

 

はい。測定値の差を説明するために、セルフドーズの差を用いるとい

うことでございます。 

 

はい。取りあえず分かりました。取りあえずですけどね。 

 

よろしいですか。 

他に御質問ございますか。御意見ございませんか。どうぞ。 
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藤原委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本原燃(株) 

佐々木環境管理センター長 

 

 

 

 

 

 

東北電力(株) 

小笠原副所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤原委員 

 

 

 

 

 

 

大桃議長 

 

すみません。資料２のやはり機器更新に係る並行測定の分についてな

んですが、２１６ページ、２１７ページにそれぞれサイクル施設分と原

子力発電所分がありますけれども、測定値の標準偏差が双方の表で大分

水準が違っていて、原子力発電所の方は雨ですとか雪の降ったデータを

除いて計算しているということで低いというのは分かるんですけど、見

開きで比較結果がこういうふうに出ていて、根拠になる標準偏差の算出

方法が違うということにちょっと違和感があるんですが、ただこの標準

偏差の算出方法、普段の算出方法が、それぞれ平常の変動幅という定義

が違っていることでこういったことになっているんでしょうか。ちょっ

と確認していただければと思います。 

 

日本原燃の佐々木でございます。 

日本原燃の実施分につきましては、並行測定をする局舎のスペースが

ございましたので、並行測定ということで同じ期間測定をしていますの

で、雨が降っているときも含めて全部測定値を比較したという形になっ

てます。雨の上昇分もありますので、標準偏差としては大きくなってお

ります。 

ちょっとその辺が東北電力さんと違うところです。 

 

東北電力の小笠原でございます。 

２１７ページの標準偏差の差でございますが、降雨等の影響分を排除

した標準偏差というふうにしております。ただしですね、一番右側の平

常の変動幅の標準偏差という欄がございます。２１７ページ表の１ので

すね、一番右側の辺りでございます。これにつきましては、降雨等も入

った値、※３に書いてますが、平成２２年度から２６年度の測定の標準

偏差になってございますので、こちら降雨も入った状態でございまし

て、これから評価していく場合の平常の変動幅というものにつきまして

は、降雨も入った状態での比較になります。 

ここは特に、機器の性能評価のときに降雨を除いたデータを使ったと

いうものでございます。 

 

はい、そのことについては理解しています。 

それでこの測定値の取扱いというところで、平常の変動幅の意味する

ところは、あくまでもこの表の中の平常の変動幅の標準偏差σという一

番右のところの部分で、測定値の中央ぐらいにある標準偏差という数値

ではないということですよね。 

はい、理解いたしました。 

 

よろしゅうございますね。 
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原子力センター 

安田所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大桃議長 

 

 

 

 

 

大桃議長 

 

 

他にございますか。 

それでは特に無いようでございますので、ただ今、報告のあった案に

ついて、確認をしたいと思います。この委員会として確認をしたいと思

います。事務局の方から対象施設毎の調査結果について、改めて読みあ

げていただきたいと思います。 

まず、原子燃料サイクル施設の調査結果についてお願いをいたしま

す。 

 

原子燃料サイクル施設の調査結果について申し上げます。 

平成２７年度第４四半期の調査結果については、資料２の６ページに

記載のとおり、環境放射線等の調査結果はこれまでと同じ水準であっ

た。原子燃料サイクル施設からの影響は認められなかった。 

また、平成２７年度１年間の総合評価としては、資料３の２８ページ

に記載のとおり、平成２７年度の環境放射線等調査結果は、概ねこれま

でと同じ水準であった。原子燃料サイクル施設からの影響は認められな

かった。測定結果に基づき実施する施設起因の線量の推定・評価につい

ては、施設寄与が認められなかったため省略した。 

平成２７年度の原子燃料サイクル施設における放射性気体、液体廃棄

物及びフッ素化合物の放出状況は、管理目標値を下回っていた。再処理

工場から放出された放射性物質に起因する実効線量として、平成２７年

度１年間の放出実績をもとに推定・評価を行った結果は、０．００１ミ

リシーベルト未満であった。 

平成２７年度の測定結果については、平常の変動幅の設定に用いる。

ただし、環境試料中の放射能のうち、第３四半期の青森局における大気

浮遊じんについては、測定値の一部を参考値としたため、当該測定値に

ついては、平常の変動幅の設定に用いない。また、東京電力株式会社福

島第一原子力発電所の事故の影響により、平常の変動幅を上回った測定

値については、さらに測定値を蓄積して検討する必要があるため、平常

の変動幅の設定に用いない。 

以上でございます。 

 

ただ今、事務局から報告されましたことにつきまして、本委員会にお

いて、評価したこととしたいと思いますが、御異議はございませんでし

ょうか。 

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。それではそのように評価したことといたしま

す。 

次に東通原子力発電所に係わる調査結果について、事務局からお願い
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をいたします。 

 

東通原子力発電所の調査結果について申し上げます。 

平成２７年度第４四半期の調査結果については、資料２の９６ページ

に記載のとおり、環境放射線の調査結果はこれまでと同じ水準であっ

た。東通原子力発電所からの影響は認められなかった。 

また、平成２７年度１年間の総合評価としては、資料３の１５８ペー

ジに記載のとおり、平成２７年度の環境放射線調査結果はこれまでと同

じ水準であった。東通原子力発電所からの影響は認められなかった。 

測定結果に基づき実施する施設起因の線量の推定・評価については、

施設寄与が認められなかったので省略した。 

平成２７年度の東通原子力発電所における放射性気体、液体廃棄物の

放出量は、いずれも管理目標値を下回っていた。東通原子力発電所から

放出された放射性物質に起因する実効線量として、平成２７年度１年間

の放出実績をもとに推定・評価を行った結果は、０．００１ミリシーベ

ルト未満であった。 

平成２７年度の測定結果については、平常の変動幅の設定に用いる。

ただし環境試料中の放射能のうち、近川局における大気浮遊じんについ

ては、測定値の一部を参考値としたため、当該測定値については平常の

変動幅の設定に用いない。 

以上でございます。 

 

ただ今、事務局から示されたことについて、本委員会において評価し

たということにしたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。それではそのように評価したことといたしま

す。 

次に、リサイクル燃料備蓄センターに係わる調査結果について、事務

局からお願いいたします。 

 

リサイクル燃料備蓄センターに係る調査結果について申し上げます。

平成２７年度第４四半期の調査結果については、資料２の１６１ペー

ジに記載のとおり、環境放射線の調査結果はこれまでと同じ水準であっ

た。 

また、平成２７年度１年間の総合評価としては、資料３の２４６ペー

ジに記載のとおり、平成２７年度の環境放射線調査結果は、これまでと

同じ水準であった。 

平成２７年度の測定結果については、平常の変動幅の設定に用いる。
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以上でございます。 

 

ただ今、事務局から示されたことにつきまして、本委員会において評

価したことといたしたいと存じますが、御異議ございませんでしょう

か。 

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。それではそのように評価したことといたしま

す。 

次に温排水影響調査結果について、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

 

それでは、平成２７年度第４四半期に実施しました温排水影響調査の

結果について、お手元の資料４、東通原子力発電所温排水影響調査結果

報告書、平成２７年度第４四半期報に基づきご説明いたします。なお、

原子力発電所が運転停止中であり、温排水が出ていない状態での調査結

果です。 

まず、１ページ目をお開きください。１ページには調査概要を記載し

ております。調査期間は県が平成２８年３月１２日、東北電力が平成 

２８年１月１日から３月３１日までとなっております。（３）の調査項

目、２ページ以降の（４）調査位置、調査方法につきましては、前回の

平成２７年度第３四半期と同様です。 

次に、１０ページから１２ページに、今回実施した調査結果の概要を

記載していますが、内容については１３ページ以降の各調査項目に沿っ

て御説明いたします。 

まず青森県の調査結果です。１３ページをお開きください。１４ペー

ジにかけて水温の調査結果を記載しています。１３ページの図－２．１

のとおり、表層水温は７．０℃～８．６℃の範囲でした。また１４ペー

ジの図－２．２に１０ｍ以浅及び全層の鉛直分布を示しました。表層を

含む全体の水温は７．０℃～９．３℃の範囲でした。 

１５ページ及び１６ページに塩分の調査結果を記載しております。 

１５ページの図－２．３のとおり、表層の塩分は３３．８～３３．９の

範囲でした。また１６ページの図－２．４に１０ｍ以浅及び全層の鉛直

分布を示しました。表層を含む全体の塩分は３３．８～３３．９の範囲

にありました。 

次に東北電力の調査結果です。１７ページに取放水温度の調査結果を

記載しております。取水口の温度は６．５℃～９．５℃であり、放水口

の温度は６．９℃～９．８℃の範囲でした。 

１８ページ及び１９ページに水温の調査結果を記載しております。 
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１８ページの図－３．１のとおり、０．５ｍ層における水温は８．０℃

～９．３℃の範囲でした。１９ページの図－３．２に鉛直分布を示しま

した。全体の水温は８．０℃～９．３℃の範囲でした。また、調査前日

から調査当時の流れは、北に向かう流れと南に向かう流れが交互に見ら

れ、調査時は岸沿いで北流傾向を、沖合では西流傾向を示していました。

２０ページ及び２１ページに塩分の調査結果を記載しています。２０

ページの図－３．３のとおり、０．５ｍ層における塩分は３３．０～ 

３４．０の範囲でした。２１ページの図－３．４に鉛直分布を示しまし

た。全体の塩分は３３．０～３４．０の範囲でした。 

２２ページに流況の調査結果を記載しています。流向は汀線にほぼ平

行な流れで、北と北北東に向かう流れ、及び南と南南西に向かう流れが

卓越していました。流速は１秒当たり３０㎝までが大部分を占めていま

した。 

２３ページ及び２４ページに水質及び底質の調査結果を記載してい

ます。各項目の調査結果は表－３．２及び表－３．３に記載のとおりで、

概ねこれまでの調査結果と同様の範囲となっています。 

２５ページに卵・稚仔の調査結果を記載しています。卵は無脂球形不

明卵等４種類が出現し、平均個数は１，０００㎥当たり１１８個でした。

稚仔はイカナゴ等６種類が出現し、平均個体数は１，０００㎥当たり２

個体でした。 

２６ページにプランクトンの調査結果を記載しています。動物プラン

クトンはコペポーダノープリウスを中心に４０種類が出現し、平均個体

数は１㎥当たり６，５４１個体でした。植物プランクトンはタラシオシ

ラ科を中心に５１種類が出現し、平均細胞数は１Ｌ当たり２万８５１細

胞でした。 

２７ページに海藻草類と底生生物の調査結果を記載しております。海

藻草類はサビ亜科など６４種類が出現しました。底生生物はキンコ科な

ど６種類が出現し、平均個体数は１㎡当たり７個体でした。 

生物の結果においても概ねこれまでの調査結果と同様の範囲となっ

ております。 

２８ページ以降は、資料編となっていますので参考にしてください。

続いてお手元の資料５、東通原子力発電所温排水影響調査結果報告書

（案）平成２７年度報についてですが、こちらは各四半期毎の報告書を

取りまとめたものですので、説明については省略させていただきます。

以上で説明を終わります。 

 

ありがとうございました。 

ただ今、説明のありましたことについて、御質問等を伺いたいと思い

ます。どなたか質問ございませんか。どうぞ。 
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水温塩分の件について教えていただけますでしょうか。 

青森県さんが実施された時期と、東北電力さんがやられた測定日、調

査日が違いますので、このデータについて直接比較することはできない

とは思うんですが、県でやられている５番、６番、７番、８番というと

ころは、東通さんからすると、３０番とか３３番とかそういうところだ

と思うんですね。 

３月の１２日のデータと２月の２３日のデータですから、３月の方が

若干高いのかなと思ったら逆転しているということもあるんですけど、

お聞きしたいことは１点だけです。大体沿岸から同じくらいの距離にあ

りますので、その地点については同じ日に調査をしていれば、そう大き

な変化はないのかなと思われます。それで東通さんの方については、ほ

とんどこの３０番とか３３番とかのポイントについては変化がないん

ですが、県の方については７番が８．６℃で、他のポイントは大体７．

８とか７．９とかいうデータになっているので、この８．６というのが

高いのかどうかということについて、よく理解できていないのですが。

同じ日に測定したのであれば、近いデータが出て然るべきかと思うんで

すが、この要因として考えられるようなことは何かお有りなんでしょう

か。それ１点だけです。 

 

恐らくですね、これまでの調査結果でもですね、このような点によっ

て高い低いというのはありましたので、その点の海流の流れとか、そう

いうことが影響しているものと考えられます。 

 

すいません、１点だけのポイントのデータの違いを議論するようなほ

ど、データとして蓄積されているわけじゃないのかもしれないんです

が、例えば陸水の影響がこの沿岸まで到達しているとか、老部川の丁度

沖に当たるわけですけど、そういうものの方が支配しているのか、それ

とも南北流が卓越していている海流の方が支配しているとしたら、恐ら

くそんなに温度変化はないんじゃないかなというふうに思うのですが、

特に陸水の影響というのものがあるのかどうかだけを教えていただけ

ればと思います。 

 

１５ページの塩分の所をちょっと見ていただくと、塩分はそれほど大

きな差はないのでですね、陸水の影響というのはごく表面に限られるん

ですけれども、塩分はそんなに差がないんでですね、あまり陸水の影響

は考えにくいなと考えています。 

 

分かりました。ポイントによってそういう変化はあり得ると、そう理

解をしなさいということだと思いますので、データが更に蓄積されれ

ば、もう少し何か言えることが出てくるのかなと思いますので、今回の
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データの違いについては了解いたしました。 

 

他に御質問ございませんか。よろしいですか。 

ただ今、東通原子力発電所温排水影響調査に係わる平成２７年度第４

四半期及び平成２７年度の温排水影響調査結果について御報告をいた

だきました。今後も引き続き調査を継続して、貴重なデータを積み重ね

ていただきたいと思います。 

それでは続いて参考資料に入ります。次第に従いまして、順に説明を

お願いいたします。なお質疑に関しましては、後で取りまとめて行いた

いと思いますので、よろしく御協力のほどお願いいたします。 

それでは参考資料１からお願いいたします。 

 

日本原燃の津幡でございます。今回、山本から交代いたしまして担当

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

参考資料１に基づきまして御説明させていただきます。原子力サイク

ル事業の現在の状況でございます。 

まず１．（１）でございますが、経営機構改革についてでございます。

本年６月３０日に、ガバナンス強化等の観点から、経営機構改革を実施

しております。まず取締役会の監督機能を強化するということで、電力

業界以外からの社外取締役３名を招聘することによりまして、改革後の

取締役数、社内取締役を４名に、電力の社外取締役を１０名に、電力業

界以外からの社外取締役を３名、合計１７名といたしました。今までは

２２名でございましたので、５名の減ということで、取締役会の活性化

を図ったということと、それから半数以上社外取締役を占めることで、

取締役会の監督機能の強化、意思決定の透明性の向上を図ったというこ

とでございます。 

また、これに加えましてガバナンスをより強化するという対策とし

て、組織改正を行いました。 

１つ目でございますが、品質保証室と安全本部を統合して、新たな「安

全・品質本部」を設置しております。これは安全・品質、安全関係と品

質関係を一体化して進めようということでの統合でございます。 

また、品質保証室から監査部門を分離いたしまして、新たに「監査室」

というのを設置いたしました。これは監査室の独立性を高めるという目

的でございます。 

３つ目、地域本部と業務本部を統合いたしまして、新たに「地域・業

務本部」を設置したと、これも地域本部、業務本部の業務は、親和性の

ある仕事をしてございまして、統合することによりまして社長の統制を

しやすくする構造とした、というところでございます。 

次、ウラン濃縮事業でございますが、記載のとおり前回と同じで変更

ございません。 
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３．低レベル放射性廃棄物埋設事業でございますけれども、低レベル

廃棄物の廃棄体の受入れ状況でございます。この表に記載がございます

ように、志賀原子力発電所、高浜原子力発電所、柏崎、それから大飯か

らそれぞれ受入れまして、現在４，７２８本の低レベル廃棄物を受入れ

てございます。 

また、（２）は埋設実績でございますが、６月までの合計、先程の志

賀、高浜を受入れた１，９６０本のうち１，０５６本が埋設をしてござ

います。 

次のページに移ります。（３）の低レベル放射性廃棄物受入計画の変

更でございます。今、６月からの受入れになってございましたようにで

すね、低レベル放射性廃棄物管理建屋にございます、天井クレーンの故

障が発生いたしましたので、原因調査を行いまして、その間受入れを延

期してございました。低レベル廃棄物の受入れは５月に発表いたしまし

て、受入計画を再度調整して、６月３日にですね、受入数量 

１６，５３６本、受入れ回数総回数１４回というような変更をしてござ

います。 

次の４．の高レベル放射性廃棄物管理事業についてでございます。こ

れは記載のとおり実績はございません。 

５．の再処理事業でございます。（１）進捗状況、工事の進捗、アク

ティブ試験、これについては変更ございません。また、使用済燃料受入

れ量の再処理量、これについても実績はございません。 

（４）再処理施設における不適切なケーブル敷設に関する原子力規制

委員会の評価結果についてでございます。規制委員会から指示文書が出

てございまして、東電柏崎原子力発電所で確認されました、不適切なケ

ーブル敷設に係る対応についてという指示文書でございまして、この指

示文書に基づきまして、再処理施設におけるケーブル敷設に係る調査、

また品質マネジメントシステムの検証を行いました。その結果につきま

して、３月３１日に経過報告、４月２８日に 終報告を提出いたしまし

た。６月３０日に原子力規制庁から評価結果をいただきまして、本規定

違反「監視」という判定を受けてございます。 

この監視という状況につきましては、※印の一番下を見ていただきた

いと思います。 後の行でございますが、「監視」とは、原子力規制庁

が定める「核燃料施設等保安検査実施要領」において、軽微な違反とさ

れているものでございまして、保安規定の違反の軽微なものと判定を受

けてございます。 

我々真摯に反省をいたしまして、これの不適切なケーブルの是正を進

めました。また、規制委員会の評価・指摘をしっかり受けとめて、再発

防止対策をしっかり徹底してまいりたいというふうに思います。 

次に３ページ目でございます。（５）、（６）発生したトラブルの内容

でございます。 
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（５）、（６）どちらもですね、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における

非常用無停電交流電源装置の故障でございまして、（５）がＡ系、（６）

がＢ系でございます。 

まず（５）のａでございますが、発生日時が５月１６日、１４時３０

分頃でございます。貯蔵建屋においてＡ系の故障をいたしました。その

時にはＢ系は異常はございませんでした。故障した当該装置に接続した

機器については、外部電源から電源供給がされており、正常に動作して

いることを確認しております。また、万一外部電源が喪失した場合にお

いても、Ｂ系側が正常でございますので、Ｂ系の非常用無停電交流電源

装置及び非常用ディーゼル発電機により、機器が給電されることから、

安全上の影響はございませんでした。また、故障した当該機器は５月２

３日に復旧してございます。この原因は負荷側でやっていた作業の短絡

が原因とされましたので、５月２３日に復旧させていただきました。ま

たその後の何故そういった短絡をやってしまったのかと、そういった詳

細な原因はまだ調査中でございます。 

ちょっと言い忘れましたが、無停電電源装置というのは、外部電源喪

失時に非常用ディーゼル発電機の給電開始までの間、使用済燃料プール

の冷却用ポンプ等の制御盤に給電を行う、停電しても電源を供給できる

という、そういった設備でございます。 

（６）のトラブルでございますが、これは先程言いましたように、Ｂ

系で同じように発生したということでございます。６月２７日の３時 

５５分に発生してございます。状況はＡ系、Ｂ系、先程御説明した逆に

なった状態ということでございまして、今回については原因がまだ分か

っておりませんで、調査中でございます。 

（７）の再処理工場の新設計画書の提出及び事業変更許可申請書の一

部補正でございます。６月２２日に青森県及び六ヶ所村に対して、再処

理工場の新設等の計画書を提出いたしまして、６月２８日に安全協定に

基づく事前了解をいただきました。 

これを踏まえまして６月３０日、原子力規制委員会に対して、変更許

可申請の一部補正を提出いたしました。この補正の内容でございますけ

れども「緊急時対策所の新設」「貯水槽の新設」等でございまして、重

大事故対処施設に関する記載の追加、重大事故等の対処に関する基本方

針の記載の充実化でございます。 

以上が再処理関係でございます。 

６．がＭＯＸ燃料加工事業でございます。工事の進捗状況は変更がご

ざいません。 

（２）の燃料加工事業変更許可申請書の一部の補正でございます。こ

れ、再処理と同じように、６月３０日に規制委員会に申請書の一部補正

を提出してございます。この一部補正の内容につきましては、申請書本

文の記載、設計基準及び設計基準事故に関する記載内容の追加・充実と
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いったところでございます。今まで審査を受けてきた内容を反映して補

正をした、といったところでございます。 

以上でございます。 

 

続きまして、東北電力の小笠原でございます。参考資料２につきまし

て東通原子力発電所の現在の状況について御報告させていただきます。

１番、２番、運転状況と電気出力でございますが、先程来申しました

とおり、第４回定期検査中でございまして、安全リスクについては０と

なってございます。 

その他のトピックでございます。まず（１）ケーブルの不適切な敷設

に関する原子力規制委員会からの評価についてでございます。まずポツ

の１つ目ですが、この件につきましては、ケーブルの不適切な敷設の状

況の調査、その点検結果ですね。あと原因と対策等につきまして、３月

２９日に原子力規制委員会に報告しておりまして、これにつきまして

は、この場でも御報告させていただいているところでございます。 

２ポツ目ですね、この件に関しまして原子力規制委員会より、保安規

定において品質保証計画に基づき保安活動を実施することが、規制要求

となった時点よりも以前に工事が実施されたものであることから、保安

規定には違反しないということでございますが、設計どおり敷設実施さ

れてなかったということにつきまして、保安活動の業務プロセスに改善

の余地があるというふうに評価をされてございます。６月末の規制委員

会の中でこういった評価が出されてございます。当社としましてはです

ね、この評価を真摯に受け止めまして、現在計画的に進めている再発防

止対策を確実に取り組んでいきたいというふうに思っておりますし、業

務品質のさらなる向上に努めてまいりたいというふうに思っています。

（２）です。非常用ディーゼル（Ａ）からの軽油漏えいについてでご

ざいます。ポツの１つ目でございますが、４月１４日、非常用ディーゼ

ルＡ号機の定期試験中に、圧力調整弁というところから軽油約２５リッ

トルが漏えいしたということを確認いたしております。この状況につき

ましては、前回の評価委員会で御報告させているところでございます

が、その後の点検調査、原因対策の状況を次のポツ以降に記載してござ

います。 

分解点検をした結果ですね、この圧力調整弁の油圧調整ハンドルの位

置を固定するロックナット、回り止めのためのロックナットですが、そ

れが緩んでおりまして、調整ハンドルが開側に移動していたと、緩んで

いたというのを確認しております。その緩んだことによって、軽油が漏

えいしたものと推定してございます。 

次のページ、２ページご覧いただきたいと思います。２ページ一番上

のポツでございます。調整ハンドルの位置を固定するロックナットが緩

んだ原因というものにつきましては、次の矢羽根２つに記載しておりま
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リサイクル燃料貯蔵㈱ 

青木技術部長 

すとおり、締め付け管理が不十分だったということで、それに加えまし

て、その後の非常用ディーゼルの運転による振動が作用して、徐々に緩

んできたものというふうに推定いたしました。 

その次のポツです。この推定原因に対しまして、以下のとおり再発防

止対策を実施いたしますということでございまして、ひとつは締め付け

管理の結果の記録をしっかり作成するルールを定めて、締め付け管理を

徹底すると。あともうひとつは、締め付ける時にしっかりと圧力が均一

になるように、塗膜を除去しまして、ロックナットを締め付ける部分の

表面を平滑化してございます。 

さらに、仮に緩み方向に振動で緩んできたということがあったとして

も、そのまま緩んでいかないようにですね、ロックナットと調整ハンド

ルをワイヤーで固定するというような対策を取ってございます。 

このような対策を取った上で、４月３０日にですね、待機状態に復帰

させております。なお類似の調整弁につきましては、同様にですね対策

を施して万全に期しております。 

次、（３）補助ボイラー（Ａ）からの重油漏えいについてでございま

す。これにつきましては、先週土曜日ですね、７月２３日補助ボイラー

建屋において、１４時４０分頃、補助ボイラー（Ａ）から重油が漏えい

しているということを確認いたしました。その後、補助ボイラー（Ａ）

を停止しまして、重油の漏えいを停止させてございます。重油の漏えい

量につきましては、約６リットルと推定しておりまして、漏れた重油に

つきましては、この補助ボイラー建屋の中に留まって外部への流出はご

ざいません。 

これにつきましては、速やかに当日拭きとり等もやってございまし

て、処置をした上で原因については、今、漏えい箇所の分解調査を実施

しているところでございます。 

この事象につきましては、青森県さんと東通村さんと定めるトラブル

等対応要領におけるＡ情報として「事業所内の消防法に基づく危険物の

流出」というものに該当いたしましたものですから、直ちに通報連絡を

行って公表をしております。 

なお本事象による環境への影響はございませんでした。 

補助ボイラーにつきましては、下に解説書いてございますが、この蒸

気、暖房用の蒸気などに使っておりますけれども、暖房需要のない時で

もですね、ラボの廃液を処理するための加熱用の蒸気として用いられて

いるものでございます。放射性物質については含まれていないというも

のでございます。 

説明は以上でございます。 

 

リサイクル燃料貯蔵の青木でございます。資料３に基づきまして、リ

サイクル燃料貯蔵センターの現在の状況について御説明差し上げたい
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大桃議長 

 

 

と思います。 

１ポツ目ですが、新規制基準の審査の状況について、書かさせていた

だいております。 

（１）にありますとおり、これまで原子力規制庁からはですね、ヒア

リング審査で新規制基準の適合性の確認をいただいておりましたが、こ

の６月１日に開催された原子力規制委員会の中で、適合性確認のための

審査の進め方の見直しをされまして、これを受けましてこの６月から公

開での審査の会合で進めるということになりました。 

（２）のところで、その審査の状況でございます。 

①のところですが、この見直しを受けまして、７月１５日までに「竜

巻影響評価」、「敷地周辺の地質・地質構造」、「火山影響評価」の公開審

査会合が３回実施されているところでございます。 

②のところですが、一方ヒアリング審査につきましては、この７月 

１５日までに都合１１７回開催されております。施設関連の主な審査は

概ね終了しているというところでございまして、この６月１７日に新規

制基準適合審査の一環として、施設関連の現地調査を受けているところ

です。また、地震等関連につきましては、これまでヒアリング審査を受

けてまいりました、「地質」、「火山」などのまとめ資料について公開審

査会合の審議を進めておりまして、今後、「震源を特定せず策定する地

震動」、或いは「基準地震動」、「津波の影響評価」、「地盤斜面の安定性」

の審査についても取り組んでいく所存でございます。 

③ですが、「設工認」及び「保安規定」のヒアリング審査、この６月

から開始してございます。 

以上が新規制基準の審査の状況でございまして、２ポツについては耐

震安全性に係わる新たな科学的・技術的知見の継続的な収集の取組みに

ついてということで、平成２２年の１２月１７日に旧保安院さんの方か

ら、提出の指示をいただいている件でございます。２ページ目の上の方

ですが、平成２７年度の取組み状況につきまして、この４月２７日に原

子力規制委員会の方に提出しているところでございます。 

３ポツ目です。当施設のですね、保安規定の認可申請書の一部補正と

いうことで、平成２５年の３月２９日に原子力規制委員会の方に提出さ

せていただいておりました保安規定の認可申請書につきまして、新規制

基準に基づく記載の追加だとか、事業変更許可申請書の一部補正の内容

等を反映したもの、こちらを５月１７日に原子力規制委員会の方に提出

しているところでございます。 

以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

ただ今、説明のありましたことについて、御質問等を承りたいと思い

ます。どなたか御質問ございませんでしょうか。どうぞ。 
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日本原燃(株) 

 

原燃さんの３ページについてちょっとお伺いしたいんですけど、（５）

と（６）で、非常用無停電電源装置、これバッテリーですよね、ディー

ゼルが動き出すまでに多分数十秒間だと思うんですけど、その間給電す

るバッテリーだと思うんですね。（５）のＡ系が壊れた時には、１週間

後の５月２３日に復旧しているんですけれども、（６）の６月２７日以

来現在まで復旧はしていないということなんですか。 

 

はい。そのとおりでございまして、５月２３日に復旧できたというの

は、原因がですねこの負荷側の方で作業をしておりまして、その作業で

どうも短絡をさせてしまった、それがこの無停電電源装置の方の警報が

発生して停止をしてしまったという、そういう原因がある程度絞られま

したので、ここは立ち上げをいたしました。 

ただ残念ながら、（６）もほぼ同じだと思って進めましたけれども、

原因がそうではなくて、作業からそういったことではなかった、そして

今、その基盤の方に何かの原因があるだろうというふうに思っておりま

して、その基盤の方の調査をですね、今、工場側で進めております。そ

ういう意味で原因がまだここと絞りきれませんので、まだＢ系の立ち上

げには至っていないといったところでございます。 

 

状況は分かったんですけど、これＡ系、Ｂ系があるのは、二重化して

あるということですよね。その片側が現在生きてないということです

と、（５）の３行目当たりに書いてある、外部電源が落ちたとしてもＢ

系が生きているから大丈夫ですよと、この論理が今成り立たないという

ことですよね。 

 

実はこういった状況につきましてはですね、保安規定で定められてお

ります。今回の貯蔵建屋でのこういった電源系の一部故障した場合につ

いての対応はですね、直ちに復旧操作に入ることということが条件にな

ってございます。そういう意味で我々本当はもっと速やかに一生懸命頑

張っているんですが、まだ原因が特定できてなくて、決めれてなくてで

すね、それ以上のことができていないと、できない状況になっていると

いうことでございます。 

 

分かりました。記載漏れかなと思ったんですけど、実際に復旧してい

ないということであれば、健全な状況、必ずしも健全な状況にないわけ

ですから、早く復旧できることを祈っているということで、よろしくお

願いします。 

 

どうもありがとうございます。頑張りたいと思います。 
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他にございませんか。特に御質問がなければ、本日の会議はこれをも

って終了したいと思います。 

委員の方々の御協力に対しまして、感謝いたします。ありがとうござ

いました。 

 

以上をもちまして、平成２８年度第２回青森県原子力施設環境放射線

等監視評価会議評価委員会を閉会いたします。 

なお大桃委員、小野委員、小嶋委員、松鶴委員におかれましては、来

たる９月６日、青森市で開催を予定しております、平成２８年度第２回

監視委員会に御出席をいただくこととしておりますので、よろしくお願

いいたします。 

本日は、誠にありがとうございました。 

 

 


